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第N部港・ウォーターフロント開発の

経営と政策

第17章発展途上国における港湾経営
一一タイ国の民活導入事例を中心に一一一

I はじめに

1 .問題提起

発展途上国における港湾経営問題を論ずる際，地域 ・国によってそのおかれ

た事情が大きく違うことはいうまでもない。その両極端を見ると，東南アジア

諸国では輸出入の急速な成長を背景として港湾の容量の拡大や効率の改善が主

な関心となっている反面，サハラ以南アフリカの経済構造調整を必要とするよ

うな国々では経済不振により港勢も後退し施設の近代化どころか維持の困難に

陥っている。前者のアジアのNIES, ASEA N諸国の中でも今最も急速に

貿易量を伸ばしつつあるのが，時として「第2列のNIE S」とも呼ばれるタ

イ国で，本章ではそのような状況でクローズアップされる港湾経営課題につい

て報告・ 分析し考察を加えるこ ととする。とくにコンテナ化の進展と も絡ん

で港湾経営における民間活力の導入が今関心を呼んでおり，この点に議論の l

つの焦点を当ててみる。

本節でタイ国の港湾施設やその経営主体の概要を紹介した後，次節で輸送需

要変化とその経済背景を，第阻節で港湾の問題とそれに対する民活導入の動き

を，それぞれ分析を加えながら報告する。そして，第W節でその背景要因や意

義 ・示唆について考察し，むすびを迎えるという構成である。

2.港湾施設現況の概要

ここでタイ国の港湾施設を概観し，以降の議論の背景として共通の理解を

もって備えることとする（！）0 

タイ国における既存の主要な港湾と しては，現在実質的に唯一の国際貿易港

であるバンコク港（その所在地名から時としクロン卜イ ［KlongToey］港と

も呼ばれる〉の他に，サタヒップ（Sattahip）商港（シャム港東岸バンコクか
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ら約184km〕，ソンクラ（Songkhla）港（マレ一半島東岸同950km），プケッ ト

(Phuket）港（マレ一半島西岸同898km）がある。バンコク港については次に

詳述するが， 他の3港には前面水深がいす、れも－lOm位の岸壁が数パース現存

ないし計画されており，今後地域港的な特化した役割が考えられる（たとえば

ゴムなど農産物の輸出） (2）。 一方，現在建設中の深海港として，東部臨海開発

計画（EasternSeaboard Development Plan）の重要構成要素であるレムチャ

バン（LaemChabang）港（シャム湾東岸バンコクから126km，すでに1991年

1月一部が供用開始済〉とマプタプッ ト（MapTa Phut）港（同210km）が

あり， これも次に詳述する（3）。

タイ国最大の河川チャオプラヤ川の河口から航路を約28km上ったと ころに

位置するバンコク港は， 1989年の取扱貨物量が輸入640万トン，輸出578万トン

の，タイ国における代表港である。岸壁は在来船輸入用の西埠頭とコンテナ船

用の東埠頭とに分かれており，それぞれ延長1660m(10パース，前面水深－8.5

m), 1240m ( 6パース， 8.2m）となっている。その他，河川中央部にドル

フィン61基 (15パース，－8.2m）とブイ 5基（5パース〉が設けられて，在

来船輸出用のはしけ荷役が行われている。港用地は364ha（うち上屋 ・倉庫用

地18ha，コンテナヤード＇52ha）で，主要な荷役機器としてはガントリークレー

ン（32.5トン吊り〕6基，トランステナー6基などがある。

バンコク港へ至る航路はMS L-8.5mに維持され（年間後深量約500万m3),

最小幅は直線部lOOm，屈曲部250mとなっている。このため最大航行船型を12

千D/Wトン，565ft(172 m）に制限している。これによる深海港の必要性か

ら，またバンコク港の混雑による補完港の必要性もあり建設されているのがレ

ムチャパン港で，タイ国における初めての深海港として，同じく近代的な本格

港として注目されている．

レムチャバン港の主要埠頭施設は多目的岸壁300m( 1パース，前面水深 15 

m），コンテナターミナル900m( 3パース，－14m）で，奥行き350mのヤー

ドを備え持つ。この他に内航用岸壁200m ( 1パース，－6.5m），農産物輸出

ターミナル650m( 2パース，－14m）などが含まれ，泊地前面に建設される

延長1300mの防波堤が外海と遮断する。今年（1991年〕 1月21日に多目的パー

スを供用開始に漕ぎ着けたところで，今年終わりには残りの施設も完成の予定

である。

レムチャバン港はシャム湾で産出される天然ガスを利用しようとする広大な

東部臨海開発計画の一環であり，同港の背後には輸出志向の高次加工型軽工業

を中心とする1039haの工業団地が建設中 （一部操業開始〉 である。同計画の
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もう lつの重化学工業系の工業団地がマプタプットの1280haの用地にやはり

建設中（一部操業開始済み〉で，その本格的稼働へ向けてマプタプット港が建

設中である。開港には石油製品等用の 2つの桟橋と在来船用の岸壁 lパースが

含まれる計画になっている。

3.港湾経営責任の概要

引き続いて， タイ国におけるこれら港湾の整備，管理，運営の責任が現在ど

のように分担されているかを，やはり概観しておく必要がある。

まず，タイ国の港湾部門における基本的な政策，計画，監督の責任は運輸通

信省（Ministryof Transport and Communications，略称MOTC）にあり，

官房の運輸通信経済課と計画課が立案等の実務を担当している。個々の港湾の

計画，建設，管理，運営の責任は港湾によって異なるが，タイ港務公団（Port

Authority of Thailand，略称、PAT）が大きな役割を占める。これはPA T法

に基づき1951年設立， 100%政府出資， MOT  C所管の国営企業体で，職員総

数約6000人，総裁以下5つの現局と現段階で2つの港湾事務所からなる。バン

コク港とサタヒップ商港についてはPA Tが管理者 （所有者でもある〉となっ

ており，管理 ・運営（港湾荷役 ・貨物保管業務を含む〉を担当し，拡張・改良

にともなう計画，資金調達から建設まで，施設や機械の調達など一切を行う。

東部臨海（EasternSea Board，略称ESB）開発計画の2つの深海港につ

いては国家経済社会開発庁（NationalEconomic and Social Development Board, 

略称、NESDB）が計画全体推進のため積極的な役割を演じ，その開発委員会

(ESB Committee，首相が委員長〉の事務局（Officeof ESB）がMOT  Cの協

力のもと計画実務を担当した。建設は，レムチャパン港についてはPA Tが，

マプタプット港についてはタイ工業団地公団 (IndustrialEstate Authority of 

Thailand，略称IEAT）が担当している。このうち建設が一歩進んでいるレ

ムチャパン港については管理主体がPA Tと決まったが，これについては議論

を第W節に譲ることとする（4）。

II 港湾経営の環境変化

l.経済成長と需要増加

表－ 1は，過去10年間にわたるタイ国の主要品目別輸出入量を一覧したもの

である。輸出総量としては， 1979年1417万ト ンから1988年2857万トンへはぼ倍

増するまで，あまり激しい変動なく増加している（なお，1989年の輸出総量は

3406万トンにまで達している〉。このうち大半を占めていた農産物は，国際市

場価格や作柄そしてECによるタピオカの輸入割り当て規制などの要因によ っ
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（単位千トン，%）

ロロロ 目 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

農産物 米 2, 816 20 2, 802 19 3, 030 18 3, 784 17 3, 476 20 4,618 22 4,067 18 4,525 19 4, 443 19 5, 701 20 
メイズ 1. 988 14 2, 175 15 2, 557 15 2, 801 13 2, 630 15 3, 117 15 2, 757 12 3, 982 16 1, 628 7 1, 208 4 
タピオカ 3, 960 28 5, 215 36 6, 277 36 7, 833 36 5, 195 28 6, 563 30 7, 127 32 6, 316 27 6, 205 25 7, 662 27 
砂 糖 1. 191 8 452 3 1. 117 6 2, 207 10 1. 537 9 1, 243 6 1, 859 8 1, 962 8 2, 027 9 1. 856 7 

糖 密 533 4 246 2 435 3 927 4 727 4 775 4 897 4 831 3 483 2 413 」$‘ 

ゴ ム 523 4 457 3 474 3 546 2 557 3 594 3 695 3 764 3 890 4 937 3 

その f也 802 6 729 5 826 5 998 5 856 5 872 4 1, 118 5 943 4 848 4 2, 617 9 
言十 11, 813 84 12, 076 83 14, 716 86 19, 096 87 14, 978 84 17, 782 84 18, 520 82 19, 323 80 16, 524 70 20, 398 71 

木 製 ロロロ 45 。47 。 67 。 76 。104 1 69 。 69 。 66 。163 1 270 1 
海 産 物 118 1 107 1 131 1 134 1 129 1 157 1 190 1 236 1 263 1 253 1 

鉱 産 物 768 5 858 6 913 5 1, 005 5 1, 065 6 1, 459 7 1, 871 8 2, 262 9 3, 449 15 5, 440 19 

工業製品 1, 429 10 1, 391 10 1, 413 8 1, 551 7 1. 498 8 1, 774 8 2, 029 9 2, 461 10 3, 049 13 2, 206 8 

*i‘ 言十 14, 173 100 14, 479 100 17,240 100 21,862 100 17, 774 100 21, 241 100 22, 679 100 24, 348 100 23, 448 100 28, 567 100 

表－ 1 タイ国の貿易量推移

(a）輸出

(ljl位千トン，%）

ロロロ 目 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

石 j由 11, 175 56 11, 818 63 10, 831 63 9, 619 61 10, 384 51 11, 093 58 9, 415 52 9, 569 50 11. 658 51 11, 974 43 
鉄 鋼 3, 106 15 1, 735 9 1, 893 11 1. 940 12 2, 732 14 2, 181 11 2, 744 15 3, 135 17 3, 558 16 4, 696 17 

化学製品 1. 011 5 811 4 945 5 849 5 1, 198 6 1, 115 6 1. 340 7 1. 593 8 2, 038 9 1, 853 7 

木 製 ロロロ 735 4 312 2 415 2 359 2 461 2 428 2 1, 032 6 236 1 518 2 788 3 

紙 ・パルプ 434 2 372 2 414 2 349 2 427 2 359 2 428 2 396 2 566 2 563 2 

』巴 料 861 4 695 4 771 4 920 6 1, 465 7 l, 246 7 1. 185 7 1, 318 7 1, 312 6 2, 045 7 

工業原料 205 1 149 1 167 1 138 1 211 1 628 3 375 2 517 3 600 3 
21 

そ の f也 2, 559 13 2, 734 15 1. 752 10 1, 725 11 3, 305 16 2, 010 11 1. 709 9 2, 216 12 2, 505 11 

総 百十 20, 086 100 18, 626 100 17, 188 98 15, 899 100 20, 183 99 19, 060 100 18, 228 100 18, 980 100 22, 755 100 28, 055 100 

（資料） Costoms Department, MOTC Statistics 

入輸(b) 
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て輸出量が途中で変動したり伸び悩んだりし，輸出総量におけるそのシェアは

80%台後半から70%程度にまで落ちてきている。逆に工業製品は10年前におよ

そ140万トンだったのが， 300万トン前後にまで順調に増加してきている。ま

た，鉱産物の輸出増加も近年目立っている。なお，主要な輸出先はオラン夕、，

日本，マレーシア，中国，アメリカなどである。

一方の輸入総量としては1979年の2009万トンから1988年2806万トンまで，多

少凹凸を繰り返しながら伸びてきた (1989年の輸入総量は3356万トンにまで及

んでいる〉。このうちとくに顕著な変化は，過半を占めていた石油が経済成長

にもかかわらず量的に増えず，そのシェアが半分を大きく割るようになってき

ていることである。これは東部臨海開発計画の重要な成立要因になっている

シャム湾での天然ガスの産出が実質的に1983年から始まり，石油輸入を代替し

ていることによる。その結果，近年輸出と輸入が量的にほぼ桔抗するようにな

ってきている。石油に続いて鉄鋼，化学製品のシェアが大きいが，石油のシェ

ア減少分は全体的に振り分けられ輸入品目が多様化していると言えよう。な

お，主要輸入元はシンガポールヲマレーシア，日本，フマルネイなどとなってい

る。

このよ うな貿易量の近年の急速な伸びはもちろんGD Pの成長と対応してい

るもので，第5次国家経済社会開発計画期間中 (1982～1986年〉のGD P年平

均成長率が4.4%だったのが，第6次計画期間中 (1987～1991年〉は鉱工業を

牽引にして当初の予想を 5%程度も上回る11.7%を達成しそうな勢いであるこ

とを物語っている。第7次計画期間 (1992～1996年〉について， NESD Bの

最も新しい発表による見通しとしては（5)9%程度を想定しており，第6次計画

期間中ほどではないがやはり経済成長が安定的に持続するものと見られる。こ

れが達成されれば輸出入量の増加は続き，それが鉱工業産品を中心として多様

な内容で予想される反面，農産物輸出や石油輸入が頭打ちになる背景事情に変

わりはないであろう。

2 工業化とコンテナリゼーション

以上の貿易量を背景として中心港としてのバンコク港の取扱貨物量を見ると

（表－2 ), 1979年に輸入373万トン，輸出86万トン，計459万トンだったのが，

10年後の1988年にそれぞれ614万トン (1.6倍）， 495万トン（5.8倍）' 1109万ト

ン （2.4倍〉と，輸出を中心に伸びが著しい。表－2からうかがえるようにこ

の伸びを支えているのは，既存需要のコンテナ化も含めてコンテナ輸送貨物の

需要増加である。コンテナ貨物だけ見ると， 1979年から1988年までの10年間に

輸入は3.9倍，輸出は実に7.2倍に増加している。コンテナ取扱個数としてみる
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と1988年は輸入39.8万TEU，輸出39.4万TE U，計79.2万TEU  （なお1989

年はそれぞれ45.3万， 47.1万， 92.4万TEU）であった。5年前の1984年には

輸出入合計が34.1万TE Uであったものが，大まかに言ってその後毎年10万T

表－2 ノ〈ンコク港貨物取扱量
(l別立：トン）

輸 入 輸 出
年
在来貨物 コノテナ貨物 総 百十 在来貨物 コンテナ貨物 総 言十

1979 2, 952, 783 776, 172 3. 728,955 180, 883 675. 799 856, 682 

1980 2. 746, 992 839, 050 3, 586, 042 121, 720 895, 174 1. 016, 894 

1981 2, 607, 790 1, 126, 407 3, 734, 197 172, 105 1. 058, 775 1, 230, 880 

1982 2, 270, 486 l, 107,361 3. 377, 847 282, 606 1. 155, 565 1, 438, 171 

1983 2, 867, 699 1, 495, 795 4. 363, 494 249, 220 1, 330, 444 1, 579, 664 

1984 2, 613, 943 1, 537, 103 4. 151, 046 149, 533 1. 825, 065 1, 974, 598 

1985 2, 473. 960 1, 549. 312 4, 023, 272 5, 135 2,332,221 2. 337, 356 

1986 2, 197. 352 1, 724, 265 3, 921, 617 5, 212 3, 069, 538 3, 074, 750 

1987 2, 585, 640 2, 318, 720 4,904.360 2, 574 3, 898, 636 3, 901, 210 

1988 3, 118. 015 3, 019, 564 6, 137, 579 52, 802 4, 895, 519 4. 948, 321 

（資料） PAT 

E Uずつ増えてきた勘定になる。

コンテナ化率という指標でバンコク港を見た場合（港湾全体の取扱量につい

て計算L 1979年に輸入20.8%，輸出78.9%であったのが， 1988年にはそれぞ
れ49.2%, 98.9% (1989年は同じく 52.7%, 93.6%）と上昇してきている。コ

ンテナ化率を品目別に補足説明すると（表一1の品目分類に従って〉，輸入に

ついては鉄鋼，肥料 （もちろん石油も〉を除いて全体的に徐々にコンテナ化が

進んできているとみられる。一方，輸出については，農産物（生ゴムとその他

は別〉と鉱産物を除いてコンテナ化が浸透した模様であると言っても過言では

ない。今後もこの傾向の延長として，輸入のコンテナ化が徐々に進展するだろ

うと予想される。

このように急速なコンテナ貨物増加の背景として，著しい工業化の進展を見

逃すわけにはし、かない。GD Pにおける製造業のシェアは1988年で24.8%(1989

年は推定25.4%）にも達しており，タイ固からの輸出のうち工業製品の占める

割合は重量ベースでは表一1のように近年10%前後であるが，金額ベースでは

1988年に65.4%(1989年は68.6%〕にも及んでいる。

この陰で，近年の外国直接投資の推進が 1つの要因として大きい。1985年に

認可された外国直接投資プロジェク卜は， 219件（鉱工業などB0 I特典のあ
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る業種のみ）だったのが毎年急速に増え続け， 1989年には同じく 1175件が認可

を受けている。とくに，この5年間の総認可プロジェクト3773件のうち18.1%

(682件）を日本からの直接投資が占めており， 2位台湾， 3位アメリカを退け

て首位となっている。タイにとって日本からの直接投資が占めるウェイ卜も大

きければ，日本企業からみて海外進出先としてタイのウェイトも大きくなって

きている。1988年の日本企業の海外進出254件（製造業のみ〉のうち， 47件

(18.7%）がタイに向けられており，アメ リカへの進出58件に次いで2位とな

ってし、る。

しかも，タイに進出した日系企業の最近目立った動きとして， 1986年の円高

以降タイ国内の消費よりも輸出志向へ変化してきたことが指摘できる。日系企

業の製品のうちおよそ 8割が輸出に向けられ，おおまかにその半分くらいは日

本向けの逆輸出であるという経験的推測も聞かれる。過去18年間にわたるタイ

国の輸出額を説明変数として回帰分析してみたところ，独立変数としてGDP 

の他に円に対するパーツの為替レートが有効であるという結果も出ており 161,

日系企業の輸出志向性を裏付けている。

GD Pの伸びとそれを支える工業化， 東部臨海開発計画やIEA T等による

その他の工業団地開発計画，日系企業進出の流れなどが今後も延長されれば，

コンテナ貨物の需要増加は引き続くものと見られる。

目 港湾経営の現状

l.港湾混雑と経営効率

需要急増とコンテナ化の進展という前節の指摘を鑑みると，当然バンコク港

内外の混雑が議論の焦点となる。1989年時点の1281万トンという総貨物取扱唱

はバンコク港の現在の岸壁容量といわれる820万トンを越えm，同 じくコンテ

ナ取扱個数92.4万TE Uは関係者の間で処理能力の限界と言われる60万TEU  

を遥かに越えている。lコンテナパース当りの年間平均取扱量は13万TE Uと

推定され，またコンテナ埠頭の占有率は平均でも85.8%と高い調査結果が1988

年に出されている。

バンコク港の岸壁の利用がサチュレートしつつある以上に，現況の混雑問題

が港内陸側において深刻であることを指摘しなければならない。無秩序な港内

用地利用や錯綜した港内交通も問題を悪化させているが，制度的な問題要因が

2つ存在する。①港運の問題で，港内荷役（船積み ・陸揚げを含む，船内荷役

は除く〉 にはPA Tの機械と作業員の利用が義務づけられているが，その非効

率性から実際にはそう機能していない。これには，機械の老朽化 （更新遅れ〉
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と整備不良，作業員や機械の配置手はずの不適切さ（計画荷役の欠知〉，作業

てまどい（作業員の研修不足）などが指摘され久しい。これが荷役を遅らせる

ほか，港内各所での貨物の滞留の原因となっている。

②いま lつは，輸入貨物の港外への道路による搬出について，タイ通運公団

(Express Trasportation Organization of Thailand，略称ETO）というやは

り国営企業の輸送サービス利用が義務付けられていることである。ET Oのコ

ンテナトレーラーの料金が在来荷姿貨物のトラック料金より不当に高くまたト

レーラーの不足もあり，輸入コンテナ貨物の港内でのデパニングを盛んにして

いる。一方， ET Oによる空コンテナの港外搬出の料金も不評で，これが輸出

貨物のコンテナへのデバニングが港内で行われる一因を作っている。これに税

関の輸入コンテナ貨物の港内での全量検閲制（密輸防止のためと言われてい

る〉やバンコク内の大型車通行時問、ルート規制lj（バンコクの交通混雑のた

め〉も影響して，コンテナ詰めされたままバンコク港に出入りする貨物は輸出

入とも 2～3害ljにすぎないと見られている。残り 7～8害ljの貨物のコンテナへ

の詰め込み ・取り出し作業は港頭で行われ，また空コンテナが港内あちこちに

貯留し，混雑に拍車を掛けている。

さらに，河川港バンコク港の固有の問題は，先に述べた航路航行の為の船型

制限である。1985年に入港の在来船610隻の平均積荷量4064トン，同コンテナ

船1168隻の平均積荷数343TEUは， 1989年にそれぞれ5987トン（567隻）， 547 

TE  U (1688隻〉と増えたが，今後これが続く余地はそう残っていない。極

東一北米，極東一欧州航路のコンテナ船の平均積載容量は2500～3000TEUで

あり，バンコクは主としてシンガポール（主に欧州，中東航路〉や香港（主に

アメリカ航路〕をハブ港とするフィーダー港でしかない。

こうしたバンコク港の混雑や船型制限の解消を託した最大の対策が，レム

チャパン港の建設である。その計画決定に至るまでの経緯も決して短くなかっ

たが（8），建設進捗につれて今度は同港やその関連施設の管理 ・運営主体につい

ての議論が注目を集める。それは上のような問題の反省も含めて，港湾経営の

近代化と効率改善の意識を背景としたものである。同時に，レムチャバン港が

フル稼働するまでの聞の需要に応える暫定的対策として，バンコク港およびそ

の関連施設の効率アップや容量補強の工夫がなされている。こうした動きの奥

に着実にうかがえる 1つの共通した流れが，民間活力の導入や民営化である。

本節の後半でまずこうした具体的な兆候を 5点程振り返り，次にこの点に分

析 ・考察を加える。



第17!,f 発展途上国における港湾経営 195 

2.民活導入の兆し

バンコク港関連からみるとまず， ①同港コンテナパースの荷役効率改善策と

して，民間船社の計画配船とターミナルオペレーションノウハウを引き出すた

め，船社別優先パース制度が設けられた。これは一定量（年間14.4万TEU) 

のコンテナ貨物を保証する船会社（または船会社クソレープ〉にコンテナパース

と背後用地をセットで専用貸しするものであり，前節冒頭に説明した岸壁のコ

ンテテ処理効率にある程度貢献しているとみられる。

次に，②民営のOCY  (Off-Dock Container Yard）やOC F S (Off-Dock 

Container Freight Station）の建設・運営がこれまでに計16件認可され，その

多くが稼働している。これらの施設で輸出通関手続きを終えたコンテナ貨物を

バンコク港に搬入させ，港内の混雑を緩和しようというものである。大きな荷

主や船会社が経営に参加している。

また，③不足するバンコク港のコンテナ埠頭の負担を軽くするため，バンコ

ク港周辺の4カ所で民営の埠頭が認可されている。これはレムチャバン港が供

用になるまでということで， 5年間の時限許可となっている。バンコク港付近

に既に桟橋を所有する大きな荷主が，この許可を取りつけている。

続いてレムチャバン港関連では，④同港ターミナルを民間会社が運営するこ

とになった。 同港の管理・運営について， 1989年前半の段階で政府は次のよう

な意図を示していた。すなわち，管理については新しい国営会社を設立しこれ

に任せてPA T管理のバンコク港と競争させ，ターミナル運営は民間のノウハ

ウを取り入れるため完全に民営化すると。これに対してPA Tの労働組合は強

い反対運動を起こし， 1989年夏に 2日間， 1990年冬に 4日間の港湾ストを実施

し，ついに政府から次のような妥協を得るにrWiぎ着けた。すなわち，管理主体
としてはPA Tがあたり， 4パースのターミナル運営については多目的パース

とコンテナパースの lつをPA Tが，残りの2つのコンテナパースを民間会社

がそれぞれ運営すると。

さらに， ⑤レムチャパン港が依然として貨物需要の主要発生 ・吸収体である

はずのバンコクから126kmも離れているところから，荷主の便宜，港内ターミ

ナル効率アップ，そしてこの間の交通混雑緩和の意味もあり， I CD  (Inland 

Container Depot）がバンコク近くのラクラバン（LatKrabang）に計画され

ている。具体的な計画内容についてはまだ議論の余地を残しているが，運営に

やはり民間会社が当てられることになった。レムチャパン港に絡んだこうした

動きの中で民活導入の意義についての議論は，次節に譲ることとする。
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N 港湾経営と民活導入

1 民活導入の要請要因

国際貨物輸送需要，とくにコンテナ輸送需要の急増という環境にあって，タ

イ国の港湾には施設容量限界や経営非効率性などの問題が深刻化している。タ

イ国の現在の経済成長が世界的にみても稀なくらい急速なだけに，問題が一層

クローズアップされている。その問題の解決というよりは緩和のため，港湾経

営の民活導入に活路を見いださざるを得なくなっている状況とそれを受けた民

間側の状況の陰の背景を，ここで4つの点に渡って考えてみる。

①もちろんその第1は，経済成長が予想、を（第6次計画の場合5%も〉越え

て余りにも速く ，結果的に港湾整備対策が遅れを取ったことである。その急成

長を牽引したのは外国直接投資を含めた民間企業であり，港湾整備が後手に

回っている間，これら民間企業は自己防衛的にその自らの活力の一部をインフ

ラ整備に費やさねばならなくなった。また，国側もそれを認めて受け入れた結

果が，民活導入につながったと理解できる。しかしながら，民活導入に応じた

民間側がこれを積極的に新たな優れた投資機会として受け取り参入 ・競争意欲

を示したかどうかについては，疑問が残る。

②第2は，と くにコンテナ化に代表されるように輸送システム近代化要請の

波が外から（貿易のパートナ一国や企業，進出した外国企業から，あるいは国

際的全体傾向として〉押し寄せてきており，国の側でその制度的 ・技術的な要

請についていけなかった現れとして民活導入をとらえる見方である。ここでそ

もそもコンテナ化が要請する技術革新について思い起こしてみるに，在来船の

場合のように岸壁から岸壁までで 1つの輸送区切りが終わるのではなく，コン

テナターミナル（港内のコンテナ埠頭から港外のICD, OCY, OCF Sま

でを含めた広い意味でのコンテナターミナル〉からコンテナターミナルまで，

願わくばドアからドアまでの一見分かれた施設での荷役，通関，コンテナ詰

め・出し，アクセス輸送等全ての機能が互いに整合して効率よく運営されない

と，荷主のニーズや船会社の運航計画に対応できない。そこでPA Tなど国の

運営体制・ 装備や技術（すなわち職員研修〉の変革がこうした技術革新に間に

合わず，需要急増と施設容量限界の谷間にあって，民間のノウハウに頼らざる

を得なかったとも言える。

ただ，コンテナ輸送のこの固有のシステム的性格は，こうした違った施設聞

の運営整合性を高めるため施設運営主体の再編，と くに船会社の役割の陸側へ

の拡張をともなう傾向にある。先進国においてもコンテナ化の進展にともなっ
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て施設運営体制の再編は起こるもので，たとえば日本でも船会社がターミナル

運営に参入して港運業界の経営に影響を及ぼしたりしている(9)0 タイ固など途

上国の場合，このコンテナ化固有の技術的要請からくる運営主体再編にあっ

て，たとえば荷役がそれまで国営で，もし仮にその技術水準に大きな問題はな

いにしても，それを取って代わる側の船会社が民間の場合，勢し、民営化あるい

は民活導入という形がみられるわけである。

③第3に，とくに途上国の場合，民営化の陰に資金負担の分散という背景も

ある。途上国における港湾整備の資金需給事情をまず需要側から眺めると，ま

ず輸送需要全体の急速な増加から港湾容量拡大のための投資が必要になる。そ

れに加えてコンテナ化のための施設変更，新たな施設建設，設備の導入，研修

の実施などが必要になり ，とくにタイ国のようにフィーダー港から自国の深海

港建設を目指している場合はなおさらである。一方，資金の供給面について

は，まず途上国では資金が絶対的に不足していることは間違いなく，それを国

が調達しょうが，国営企業の調達にして債務保証に回ろうが財政の大きな圧迫

要因となる。さらに，在来の輸送に比べて資本集約的なコンテナ輸送は規模の

経済性を基本としており需要のまとまりを必要とするが，途上国の場合，先進

国ほどは需要密度が高くなく十分な採算性が期待できない。このような国への

財政負担と採算性のリスクを多少でも和らげるという効果が，意識的にせよ，

結果的にせよ途上国の民間資金導入に織り込まれていよう。

＠上述のような国側の計画的 ・技術的 ・財政的事情が民活導入の大きな動機

になっているならば，民間側はその機会提供に対して準備が整っていたかとい

うと，必ずしもそうとは言えない。タイ国を含めて多くの途上国では，国側，

民間側を問わずコンテナターミナルの運営と言った革新技術の経験もノウハウ

も持ち合わせていない。ましてや，とくにレムチャバン港のターミナル運営の

場合（いくらPA T側で建設やガントリ ークレーン設置まで整えても〉，民間

側に相当の出資が余儀なくされ，この技術力 ・資金力の両面でこの提供された

民活導入機会に応じられる地元タイ企業は，残念ながら l社とてない。そうす

ると外国企業ということになり，これについては当然活動制約が出てくるので

（タイ国の場合 TheAlien Business Lawなど〉，必然的にタイ国と外国との

合弁企業がこれに応じる結果となった。

さて，以上のような民営化の背景要因は，タイ国に顕著であるが，他の途上

国にもかなり当てはまるところが大きい。これら要因の検討結果に立つと，途

上国，とくにタイ国の港湾部門の民営化が現在の先進国の場合の民営化と事情

を異にしていることに気づく 。一般に本来民間の手によ って効率的に供給され
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るべきサービス（または財〉を国営により供給する場合には，経済的な資源分

配への介入（サービスの適正分布，費用逓減性下での赤字生産を含む〉，政治

的・国防的な国益確保，国家的な資金調達能力や土地取得能力の必要性などの

理由を背景としている。逆に，それまで国営のサーヒ♂ス供給が民営化される場

合，これらの理由がある程度無効化または代替可能化しているはずである。と

ころがタイ国の場合そうではなく，これらの理由のいくつかがまだはっきりと

存在しながら，国の側で計画的，技術的，財政的な問題と直面していることが

民営化の主な動機になっている。日本の場合にも“総合的な港湾空間”と呼ん

で'7.K際線に物流 ・産業 ・生活に関わる諸機能整備のため民活導入が注目を浴び
ているが（夙 これは民間主導プロジェクトの斬新さに着目して国の助成など民

間の進出環境を計画段階から整えようとしているようにみえる。これに対して

タイ固などのケースでは，民聞がその活力を発揮できる範囲が狭く，あくまで

も基本的に国による港湾経営なのである。しかも，民間のほうで導入されるべ

き活力が十分に育っていないというのも，先進国の民活導入のケースと大きく

違っている点である。

それならタイ国における国営企業の民営化で，もっと自由な競争と効率化が

期待されるケースはないかというとそうではない。タイ国の国営企業 （法人格

の企業のみについて〉をその設立の法的根拠で見ると，大きく次の4つに別れ

る00。①国会の特別法に基づいたいわゆる特殊法人で (100%政府出資），産業

インフラ整備関係が多く，交通ではPA Tの他タイ国有鉄道（StateRailways 

of Thailand，略称SRT），タイ空港公団 （AirportAuthority of Thailand) 

などを含む。②国営企業法に基づく勅令によるもので (100%政府出資〉，国

防・食料関連が多く，バンコク大量輸送公社（BangkokMass Transit Author-

ity，略称BMTA），公共倉庫公団 （PublicWarehouse Organization）などの

他ET Oもこれに属す。③1972年の革命評議会布告に基づくもので，タイ国高

速道路 ・高速輸送公団（Expresswayand Rapid Transit Authority of Thaila-

nd，略称ETA）がこれに当る。＠会社法や商業銀行法に基づく株式会社（政

府出資50%以上〉で，タイ国際航空欄（ThaiAirways International Co., Ltd), 

都市間バス附 （TransportCo., Ltd.），バンコク船渠（附（BangkokDock 

Co., Ltd.），タイ海運側（ThaiMaritime Navigation Co., Ltd.）などがある。

この第4グループは民間企業との対等の競争が想定されており，実際に民営

化が徐々に進められ，今もタイ海運附の民間との合弁化は間近と見られてい

る。他のグループについては， ET Oなど民営化の話題に上るものもあれば，

PA  Tのようなリース方式， SR TやET Aのような委託方式， BMT  Aのよ
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うな営業許可方式，などによる部分的な民活導入はみられる。しかし，第4グ

ループと第 lクーループとでは上述のような民営化条件の熟度が述うので，同じ

議論には当てはまりにくいことを認識したい。すなわち，港湾における民営化

というのは第4グループに見られるような民営化の主流の波とは述って，あく

まで必要な一部分の民活導入にすぎないのである。

2.民活導入の効果と限界

民活導入のいくつかの動きのうち，バンコク港関連の緊急策については必要

性が迫っていたこともありそれなりの成果は得ており，ここでは主としてレム

チャバン港関連について検討することとする。コンテナターミナルやIc Dの
民間運営は、バンコク港でのPA T運営の状況と比べる限りにおいて効率アッ

プが期待でき，またPA Tがこれまで余り営業 ・広報活動をしていなかったこ

とからこの点でも補われるであろう。しかしながら，このリースが計画・建設

に参画できない方式で民間ノウハウの発揮範囲が比較的小さく，使用料支払も

収入シェア方式で民間オペレーターにとってこの意味でインセンティブはそう

大きくないとみられる。ただ，発展途上国のタイ固として中期的にみた場合，

ターミナjレ運営する合弁企業のタイ側パートナーそしてPA Tなどがこれを絶

好の研修の機会ととらえて技術移転を受けるならは＼それがこれまで最大問題

であっただけに貴重な効果と言えよう。

一方で懸念されることは，タイ国の港湾経営問題解決のためにはもっと高い

レベルでの政策改善が必要で，ターミナル運営の民営化という限られた措置へ

の効果期待が大きすぎて，より根本的な政策課題が忘れられてしまわなし、かと

いうことである。次に，バンコク港とレムチャバン港との競争，そして港湾

サービス料金決定という 2つの問題について考察し，この点を明確にしてお

く。

レムチャパン港が完成したならば，長期的には深海港としての同港とフィー

ダー港としてのバンコク港は基本的にそれぞれの役割分担が考えられる。しか

し，当分の間，今のレベルの需要では，今とは逆にタイ国全体として港湾容量

に遊休部分ができ，その意味で両港問に競争が予想される。政府もこの間の競

争を期待しているが，この競争はターミナル運営の効率や営業活動成果などで

決まる部分は少なく，むしろ Ic Dの計画内容と実現時期，バンコクーレムチ
ャパン聞の交通事情，次に述べる港湾料などの最も大きな要素に左右されよ

う。この意味で， MOT Cなどが国家的な見地で資源の適正配分を十分に考慮

した計画や意思決定を成すことが重要である。

PA  Tの港湾料金決定は閣議が定めた範囲内なら独自に改定できるように
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なっているが，貨物取扱部門で大幅な黒字なのに (1989年の場合，収入32.l億

パーツ，支出7.3億パーツで， 利益24.8億パーツ〉，船舶取扱部門では損益がほ

とんど均衡している（同じく収入2.7，支出2.1，利益0.4億パーツ〉。また， P

A Tは長らく黒字運営で， 1988年には12.4億パーツ （5.5円換算なら68.2億円〉，

1989年には21.7億パーツ （同じく 119.4億円〉の純利益を出しており，この約

6害ljを国庫に納入している。港湾という経済活動，とくに工業化に欠かせない

公共サービスの使命を考慮すると，適切な個別原価や公共的必要余剰の計算の

もとでの料金政策が望まれる。

v おわりに

経済成長が著しい発展途上国で港湾需要が増大し混雑が悪化するにつれ，港

湾経営の効率改善や施設容量の拡大が必要となる。そこにコンテナ化という技

術革新の要請が同時に押し寄せてくる場合，その資本集約性からさらに投資を

必要とし，関連施設をまたがった整合性の下でのシステム的機能要求性から高

度な港湾運営技術を必要とし，またその規模逓減性からさらに集中した需要を

必要とする。 このような港湾経営の資金，技術，集中需要というのは多くの途

上国にと って皮肉にもむしろ弱点であり 3 その対応策として民活導入が取り入

れられている感じさえある。そこで活力を提供してくれる民間も実は船会社な

どの外国企業との合弁であり，現状では活力発揮の舞台も限りがある。途上国

の港湾経営は本格的な民営化の流れに混じるには必ずしも機が熟しておらず，

現段階の民活導入に期待過剰となってはならない。

注(I) タイ国における港湾の現況については，徳悶峯夫に詳しく、本意でもこれを参照している。

(2) なお，シラチャ（SriRacha）沖のシーチャン （Sichang）島付近水域（バンコクの南東約100

km〕はその大きい水深から大型船の瀬取り ・直秘み等用の投錨地としてバンコクの外港的役割

をL，岸側に石油桟橋3基がある。

(3) なお，長〈議論を賑わせているが，マレ一半島部北部南タイのクラピ（Krabi，アンダ7ン海

側〉とカノン（Khanom,：...，ャム湾側IJ)に大水深港を建設L，その間を高速道路，鉄道、パイプ

ラインで結ぶというランドブ＇） yジ構想がある。

(4) 以上の4港以外の港については整備計画と建設をMOT  Cの港湾局（HarbourDepartment, 

略称HD〕が行い，完成後に所有権は大蔵省 （Ministryof Finance）財務局に，管理は基本的に

各地方公共団体に移される。しかしながら地方公共団体やそれを支援するはずの内務省 （Ministry

of Interior〕の港湾管理能力に限界があるため，一部港湾の管理はHDに残されたり，港が民閉

会社にリースされたりするケースが見られる。また，タイ国における水面の管理 ・運営について

は，トIDとPA Tがそれぞれの港湾管理w任に応じて水域により分担している。
(5) NESDB. p.18 

(6) Lakananit。
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(7) MOTC情報室発表。なお， PA Tはこれを3800万トンと発表しているが（PAT），現在の利用

状況から見てそこまでは見込めないと思われる。

(8) プロジェクト案は1961年から始ま り， 途中日本の援助もあり，プロジェク トの最終確認は1983

年までかかっている。港の総建設費は24.6億パーツ (1パーツ5.5円換算なら135.0億円〕で．そ

のうちの初期投資額20.3億パーツ（同111.6億円）は70%をOEC  Fローンで30%をローカル資

金で賄ってきた。

(9）天国乙丙。

（！曲常陵壮介。

（！！）恒石隆雄。
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